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建設準備委員会

初冬の候、皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申しあげます。

今号では、令和5年 11月 17日に開催しました、第7回建設準備委員会での協議内容について

お伝えします。今回の委員会では、令和4年度から協議を続けてきた建設準備委員会としての結論

を、報告書としてまとめ、教育委員会へ提出いたしました。

分離新設校に係る教育委員会への報告書の内容

これまでの建設準備委員会において、慎重に協議した以下の事項の結論について次のとおり報

告書にまとめました。

今後、この報告書をもとに、名古屋市において市議会と教育委員会の議決を経た上で、令和5年

度末に決定がされる予定と聞いております。

事■■頂 1結■|1論

校  名

校名は『上志段味中学校』として報告しました。

【理 由】          :
> 「志段味」は伝統のある地名であり、また、校名案である「上志段味中学

校Jは、「上志段味」という地名由来のものであることから、わかりやす<、

親しみもわく名前であること

> 「上志段味Jを校名に採用することで、その名前がずつと残り続けること

通学区域

 ヽ新設校の通学区域は、上志段味小学校の通学区域としました。

> 委託指定措置として志段味東小学校に通学する児童を含む、

上志段味学区の児童は新設校に通学することになります。 誠

移行学年の
,特例措置

新設校開校時の在校生徒の経過措置として、上志段味学区の

ァ部の学年の生徒は、弓|き続き志段味中学校に遍うなどできる、

特例措置については採用しないことになりました。

令和 8年 4月の新設校開校時、原貝」通り 1年生から3年生

まで揃つた状態でスタートすることになりました。

【理 由】

> 教育的な観点から、金学年揃つて開校するのが望ましいこと

> 特例措置を採用した場合、きょうだい生徒をもつ保護者にとつて参加する行事

がわかれてしまうなど、負担が大きいこと

令和 6年度からの取り組み

令不□6年度から、新設校開校に向けた建設工事がスタートします。

建設準備委員会は、建設委員会と名前を変えて新たにスタートする予定です。その申では新設校

の校章の検討や制服の取扱いなどの協議を進めていきます。  |
新設校建設に関する情報などは、今後もおたよりなどを活用して広報してい<予定です。今後と

もご理解・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いします。


	2312-2

